
珠洲市震災復興安幸（あんこう）キャンペーン事業(旅行会社用) 

 

１．助成期間：令和４年１１月１日～令和５年２月２８日まで 

※予算が上限に達し次第、受付を終了いたします。（先着順） 

 

２．助成対象   募集型企画旅行 

 

３．助成額 

  あんこう料理を提供する宿泊ツアー   ３，０００円／人 

  あんこう料理を提供する日帰りツアー  １，５００円／人 

   

４．あんこう料理の条件 

  あんこう料理３品で、３，５００円以上の料理とすること 

 

５．予算額   ３０，０００千円 

  【概算内訳】 宿泊客： ５，０００人×３，０００円＝１５，０００，０００円 

           日帰り：１０，０００人×１，５００円＝１５，０００，０００円 

 

６．助成対象条件 

  ①奥能登国際芸術祭の室内常設作品１作品以上が含まれている。 

  ②道の駅 塩田村で 40 分滞在すること。 

  ③道の駅 すずなりで１人当たり 300 円以上のお買い物をする。 

 

７．あんこうキャンペーン事業申込先 

  特定非営利活動法人 能登すずなり 

  電話番号 ０７６８－８２－４６８８ 

  ＦＡＸ    ０７６８－８２－６３６０ 

 

８．あんこうキャンペーン事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪震災復興あんこうキャンペーン事業注意事項等≫ 
 

１．助成金申請は出発日の２ヶ月前から２週間前まで可能とします。 

２．出発日の２週間前までに申請書類を提出されていない場合は対象外となります。 

３．助成金申請を提出後、こちらでツアー内容を審査し、承認を受けたツアーのみ対象となりま

す。（非承認通知の場合は対象となりません） 

４．１つのツアーで複数日を設定している場合、まとめて申請することは可能ですが、１ヶ月単

位での申請とし、ツアー催行日の属する月の最初の出発日の２ヶ月前から受付いたします。 

５．対象とする団体旅行は、募集型企画旅行のみとする。 

６．申請には次の書類が必要です。申請時には予定の書類を可としますが、実績報告の際は確定

のものを提出していただきます。 

 【申請書類】 

   ・震災復興安幸キャンペーン事業利用割引助成金申請書（様式第１号） 

   ・募集型企画旅行の募集チラシ（本数、行程、宿泊・飲食施設のわかるもの） 

    ※催行条件を満たしているものに限る。 

７．受付は先着順とし、予算の上限に達した場合は、助成対象期中であっても受付を終了する場

合があります。 

  なお、予算の上限に達したとしても催行されないツアーが発生した場合、キャンセル待ちの

順番にて予算の範囲内において助成金を交付します。 

８．申請したツアーが不催行となった場合は、必ず速やかにご連絡をお願いいたします。 

９．ツアー催行後、翌月の１５日までに次の書類を提出してください。 

   【特定非営利活動法人 能登すずなり】 

    ・珠洲市震災復興安幸キャンペーン事業利用割引助成金実績報告（様式第３号） 

    ・珠洲市震災復興安幸キャンペーン事業利用割引助成金請求書（様式第４号の１） 

    ・ツアー参加者名簿（氏名、住所記入） 

   【珠洲市】 

    ・珠洲市震災復興あんこう料理割引助成金交付手続等委譲書兼実施証明書 

                               （様式第２号の２） 

    ・あんこう料理利用証明書（様式第３号） 

    ・募集チラシ（行程・利用施設が明記されたもの） 

    

            


